
「危機管理指針充実のため
の視点（仮称）」及び「危機管
理指針参考モデル（仮称）」の
作成

「危機管理指針充実のため「危機管理指針充実のため
の視点の視点（仮称）（仮称）」及び「危機管」及び「危機管
理指針参考モデル理指針参考モデル（仮称）（仮称）」の」の
作成作成

◆「危機管理指針参考モデ
ル（仮称）」骨子（案）の
作成・提示

◆「危機管理指針参考モデ
ル（仮称）」骨子（案）の
作成・提示

都道府県において策定さ
れている「危機管理指針
（※）」の記載項目等の検証

都道府県において策定さ
れている「危機管理指針
（※）」の記載項目等の検証

◆最終報告書◆

◎作成主体 ： 検討会

※ 危機管理事案に的確に対応するために、特定の事案
に限定せず、危機管理事案全般に対して統一的な組織
のあり方や全庁的な対応方針を示すもの。

◎平成１８年１０月１日現在、４７都道府県のうち３８
団体で策定済み

◆検討会における議論◆

Ⅰ．危機管理事案に的確に
対応するために地方公共
団体が有すべき機能

Ⅱ．総合的な危機管理体制
の整備方策

①危機管理組織のあり方

②危機管理事案への対応のあ
り方

③危機管理事案に対応するた
め平素から取り組むべき事項

④危機管理分野における人材
育成のあり方

地方公共団体へ還元

「危機管理指針充実のための視点（仮称）」は、現在
地方公共団体で策定されている「危機管理指針」
の質をより高めるために参考とすべき視点を示す
ものであり、「危機管理指針参考モデル（仮称）」は、
消防庁がこれらの視点を踏まえた「危機管理指針」
の一つの参考モデルを示すもの。

「最終報告書」、「危機管理指針充実のための視点（仮称）」及び
「危機管理指針参考モデル（仮称）」の関係（イメージ）

「最終報告書」、「危機管理指針充実のための視点（仮称）」及び
「危機管理指針参考モデル（仮称）」の関係（イメージ）

都道府県にお
いて策定されて
いる「危機管理
指針」中、先行
的・特徴的な記
述（取組み）内
容等の分析

都道府県にお
いて策定されて
いる「危機管理
指針」中、先行
的・特徴的な記
述（取組み）内
容等の分析

反映

資料１

◎作成主体 ： 消防庁

第９回の会合で
検討した事項

第７回・第９
回の会合で検
討した事項

第８回の会合で
検討した事項

今回の会合で
検討を行う事項

反映

今回の会合で
検討を行う事項
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（中間報告書）
６ 今後の議論・検討の方向性について
（２）地方公共団体における総合的な危機管理体制の整備方策
① 危機管理組織のあり方

危機管理組織については、危機が発生する前及び危機が発生して全庁的な体制が取られるまでの間における平素から存在する
組織と、発生した危機に対して全庁的に取り組むために臨時的に設置される組織、それぞれのあり方について、検討することとする。
前者については、所管部署や発生原因が不明の場合の初動体制や、危機管理担当部署と事業担当部署との役割の明確化等、危

機管理事案への対応に遺漏がないようにするための団体内部での役割分担を明らかにすることを念頭に置いて、当該組織が有す
べき権限、所掌すべき事務の範囲等について検討を行う。また、「危機管理専門幹部」を配置するメリットを整理した上で、同幹部職
員が有すべき権限、所掌すべき事務の範囲等について検討する。
後者の危機に対して全庁的に取り組むための臨時的な危機管理組織については、危機に関する正確な情報の収集・整理や部局

間の役割の調整等を含む、対策本部長等が迅速かつ的確な判断を行いうるメカニズムを中心として検討する。
また、前者の組織と後者の組織の関係について、的確なタイミングで迅速かつ円滑に体制の移行を行うための方策等についても

検討を行う。
※「危機管理専門幹部」とは、部（局）次長級以上の幹部で、首長を補佐して危機管理対応を主たる業務として担当する専任職員をいう。

危機管理組織のあり方危機管理組織のあり方

平素からの組織平素からの組織平素からの組織

危機発生時の
体制

危機発生時の危機発生時の
体制体制

○危機管理担当部署・危機管理専門幹部が有すべき権限、所掌す
べき事務の範囲

○危機管理担当部署・危機管理専門幹部が有すべき権限、所掌す○危機管理担当部署・危機管理専門幹部が有すべき権限、所掌す
べき事務の範囲べき事務の範囲

○トップダウン（対策本部長の迅速かつ的確な判断）を意識した体制
○平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担
○持続的に危機に対応できる体制の確保

○トップダウン（対策本部長の迅速かつ的確な判断）を意識した体制○トップダウン（対策本部長の迅速かつ的確な判断）を意識した体制
○平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担○平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担
○持続的に危機に対応できる体制の確保○持続的に危機に対応できる体制の確保

○危機発生時にスムーズに体制を移行する方策○危機発生時にスムーズに体制を移行する方策○危機発生時にスムーズに体制を移行する方策

○ 検討事項

資料２
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（中間報告書）
６ 今後の議論・検討の方向性について
なお、（２）については、（１）の結論をもとにして議論を行うものである・・・。

（１）危機管理事案に的確に対応するために地方公共団体が有すべき機能
（２）地方公共団体における総合的な危機管理体制の整備方策
①危機管理組織のあり方

危機発生時の体制
平素からの危機管理

担当組織

危機発生事危機発生事 平素平素

平素から
求められる機能

危機発生時に
求められる機能

機能・機能・

対応のあり方対応のあり方

組織・体制組織・体制

組織は、一定の環境の下でそれが果たすべき機能とその対応のあり方に合わせて構築されるとこ
ろ、まずは危機発生時に求められる機能・対応のあり方に対処する危機管理体制について検討する。
次に、危機時においては限られた時間の中で限られた資源を有効に用いて迅速・的確に対応する

必要があるところ、平素から危機対応の体制の整備を進める危機管理組織について検討する。

○ 危機管理組織のあり方についての検討の進め方
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○人材育成、研修 ○計画作成
○訓練 ○マニュアル作成

発災

○復旧活動等の実施
・復旧活動
・被災者に対する支援活動
・ゴミ、し尿処理

平
素

事
案
へ
の
対
処

復
旧

④広報活動等
④-1 住民への情報提供

④-2 住民からの問い合わせ
への対応

④-3 マスコミへの情報提供
④-4 マスコミからの問い合わせ

への対応

③関係機関との連携
③-1 県関連組織との連携

③-2 管内市町村との連携
③-3 消防との連携
③-4 国関係機関との連携
③-5 他の都道府県との連携
③-6 自衛隊との連携
③-7 医療機関（民間）との連携
③-8 その他関係機関との連携
③-9 外部の専門家集団の知見活用
③-10 NGO、ボランティア等との連携

⑤

そ
の
他

⑤-

1

活
動
等
の
記
録

⑤-

2

活
動
等
の
進
行
管
理

対象外

②危機に対する体制整備と対応

②-2 現地における調整機能の確保
②-3 組織内での情報共有
②-4 部局間の役割の調整
②-5 職員の安否確認
②-6 被害情報等の収集・整理
②-7 国関係機関に被害情報等の報告
②-8 市町村等に被害情報等の伝達

○事案への具体的な対処措置
・ゲート操作、土嚢積み、堤防管理等
・住民等の避難誘導、救助
・負傷者の病院等への搬送 等

対象外

②危機に対する体制整備と対応
②-1 本庁における全庁的対応機能の確保

①覚知・初動対応
①-1 危機発生の覚知（危機が発生した情報の入手） ①-4 庁舎内の安全・機能確保
①-2 事案に係る情報の収集 ①-5 関係職員等の緊急招集
①-3 首長、危機管理担当幹部等への第一報・続報 ①-6 関係職員等の緊急参集

Ⅰ 危機発生時に求められる機能と体制Ⅰ 危機発生時に求められる機能と体制

Ⅰ－１ 都道府県対策本部に求められる機能ⅠⅠ－１－１ 都道府県対策本部に求められる機能都道府県対策本部に求められる機能
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１ トップダウンを意識した体制１１ トップダウンを意識した体制トップダウンを意識した体制

（１） 平素からの組織×ＩＣＳ
ＩＣＳ※の考え方を参考にしつつ、平素からの行政組織をもとに班編制及びその役割分担

を行う。ＩＣＳは災害対策の基本システムとしてデファクトスタンダードになっているが、危機
対応のみを前提としており、平素からの組織からの移行が必要である行政においては一定
の修正が必要となる。
※ Incident Command Systemの略。参考資料２－１を参照のこと。

（２） 危機対応の班体制の共通化
危機事案毎に対応する体制が異なることは迅速な対応を妨げ、また混乱を生むことにも

なりかねないことから、災害対策基本法上の災害、国民保護法上の武力攻撃事態、緊急対
処事態等において、都道府県が設置する体制とベースは同じものとすることが適当である。
（３） 情報の迅速な報告
下から上に情報を上げていく際、平素はラインの職階にしたがって一歩一歩行われるが、

危機発生時における情報の取扱いについては迅速性が最優先されるところであり、トップま
で情報が迅速に共有されることが優先される。
（４） 情報の分析及び複数の対応策の提示並びに意思決定の支援

対策本部長が迅速に意思決定できるよう、情報分析、対応策の提示、意思決定支援と
いった参謀的役割を担う専門幹部及び班が必要となる。
（５） 指示の迅速な伝達
危機発生時における情報の取扱いについては迅速性が最優先されるところであり、トップ

から対策本部要員まで指示を迅速に伝達する必要がある。

Ⅰ－２ 都道府県対策本部における体制の考え方ⅠⅠ－２－２ 都道府県対策本部における体制の考え方都道府県対策本部における体制の考え方
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３ 持続的に危機に対応できる体制の確保３３ 持続的に危機に対応できる体制の確保持続的に危機に対応できる体制の確保

○ ローテーションの構築
危機発生当初は参集職員全員で対応し、状況が落ち着いた段階で一定の人員を残

して、１日２、３交替制でローテーションを組む。

２ 平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担２２ 平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担

（１） 危機発生時における各部局の役割の明確化
・ 当該危機に係る担当部署は対策本部内で危機に対して直接対応
・ 危機管理担当部署は対策本部の運営全般に渡って、指導的な役割を担当
・ その他の部署は対策本部に支援要員を派遣するとともに、対策本部からの指示
を受け、所掌事務の範囲内で対応する。

（２） 関係機関との連絡調整窓口の設置
対策本部においては関係機関（警察、自衛隊、医療機関等）からリエゾン※を受け入

れ、連絡調整、協力依頼等を円滑に進める。
※ 関係機関との連絡調整員のことをいう。
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１ トップダウンを意識した体制
２ 平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担
３ 持続的に危機に対応できる体制の確保

１１ トップダウンを意識した体制トップダウンを意識した体制
２２ 平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担
３３ 持続的に危機に対応できる体制の確保持続的に危機に対応できる体制の確保

○ 危機発生時においては迅速かつ的確な判断が求められるところ、危機対応の
みを専門に行っているわけではない知事等が望ましい意思決定を行うには十分
な知見を持った者による補佐が必要。

○ 危機発生時に全庁的な対応が必要となった場合にあっては、平素からの組織
や関係機関との連絡調整、役割分担等が必要になってくるところ、詳細な事項に
ついてその長に対して指示できるだけの知見と権限を持った者が必要。

○ 危機発生時の対応についてノウハウを持つ危機管理担当部署の職員が、対策
本部の下に設置される各班等の運営を補助していくことが必要。

Ⅰ－３ 危機発生時における危機管理専門幹部・
危機管理担当部署の必要性

ⅠⅠ－３－３ 危機発生時における危機管理専門幹部・危機発生時における危機管理専門幹部・
危機管理担当部署の必要性危機管理担当部署の必要性

危機管理専門幹部・危機管理担当部署の設置
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Ⅰ－４ 都道府県対策本部に求められる機能と体制ⅠⅠ－４－４ 都道府県対策本部に求められる機能と体制都道府県対策本部に求められる機能と体制

具体的な対処措置

（検討対象外）

各種機能に係る

ロジスティック等

（②～④）

広報活動等（④）

活動の記録、

進行管理（⑤）

情報の収集・整理

（②３、５、６）

関係機関との連携（③）

各種機能に係る意思決
定・指示（②～④）

事案処理

資源管理

財務・行政管理

安全担当責任者

広報担当責任者

情報・計画

情報・計画

連絡調整担当責任者

指揮・調整

危機発生時に求めら
れる機能（大分類）※１

危機発生時に求めら危機発生時に求めら
れる機能（大分類）れる機能（大分類）※※１１

機能に対応する
ＩＣＳの役割分担

機能に対応する機能に対応する
ＩＣＳの役割分担ＩＣＳの役割分担

ＩＣＳの役割分担に対応する
国民保護モデル計画

の班体制※２

ＩＣＳの役割分担に対応するＩＣＳの役割分担に対応する
国民保護モデル計画国民保護モデル計画

の班体制の班体制※※２２

平素からの各部局

庶務班

通信班

広報班

情報班

庶務班

情報班

対策班

統括班

※１ Ⅰ－１ 都道府県対策本部に求められる機能を振り分け。
※２ 参考資料２－２を参照のこと。



8

対策本部長（知事）

対策本部副部長
（本部員のうちから知事が指名）

現
地
対
策
本
部

総

務

部

福
祉
保
健
部

生
活
環
境
部

商
工
労
働
部

土

木

部

農
林
水
産
部

出

納

部

企

業

局

警

察

本

部

教
育
委
員
会

公
安
委
員
会

・ ・ ・

危機管理監

県対策本部

知事部局

ＩＮＣＩＤＥＮＴ ＣＯＭＭＡＮＤ

対策本部員
１ 副知事
２ 県教育委員会の教育長
３ 県警察本部長
４ その他、県知事が任命する者（各部局長等）

ＳＴＡＦＦ

Ⅰ－５ 都道府県対策本部の班編成と平素からの組織との関係ⅠⅠ－５－５ 都道府県対策本部の班編成と平素からの組織との関係都道府県対策本部の班編成と平素からの組織との関係

対

策

班

通

信

班

広

報

班

庶

務

班

統 括 班

リエゾン
（各部局、関係機関）

支援要員の派遣

情

報

班

本部の決定内容の指示
情報連絡
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Ⅱ－１ 危機発生時にスムーズに体制を移行する方策ⅡⅡ－１－１ 危機発生時にスムーズに体制を移行する方策危機発生時にスムーズに体制を移行する方策

○ ２４時間即応体制（常時危機に係る情報を収集可能な体制）

○ 情報伝達ルート（危機発生の覚知→設置する体制の判断・決定）
○ 危機対応の体制への移行の決定権者・代理決定権者
○ 予想されうる危機事案における担当部署
○ 平素からの組織と危機発生時の体制の役割分担
○ 危機事案の種類・規模に対する体制及びその内部における共通化された役割分
担※

○ 危機事案への一次対応とその後の移行・移管

※ 自然災害・事故災害の場合と武力攻撃事態等・緊急対処事態の場合における消防庁での班編制は同じ。参考
資料２－４を参照のこと。

Ⅱ 平素からの組織から危機発生時の体制への移行Ⅱ 平素からの組織から危機発生時の体制への移行

◆ 危機発生時においては、適時に迅速かつ円滑に体制を構築し、移行する必要があるとこ
ろ、その場で体制について考慮している時間的余裕はない。

◆ したがって、危機発生時に対応する体制を迅速に設置するために必要な事項（以下に掲
げるものをいう。）について固めるとともに、関係職員の間で共有しておく必要がある。



10

＊ 危機管理担当課及び防災担当課を有する危機管理部局が設置されている団体を想定。
※１ 都道府県国民保護モデル計画における班編制と同様の枠組み。
※２ 班内の取りまとめとしての機能を果たしている部局であり、支援要員を派遣しているのみの部局は意味していない。

事業所管部局
○ 危機対応の際、対策本部からの指示を受けて、所管する事務につ
いて対応する。

事案処理※２平素からの各部局

総務部
○ 県対策本部員や県対策本部職員のローテーション管理・支援
○ 現地派遣職員の支援
○ 食料の調達等庶務に関する事項

安全担当責任者
資源管理

財務・行政管理
庶務班

総務部
○ 被災状況や県対策本部における活動内容の公表、報道機関との
連絡調整等
○ 対外的な広報活動

広報担当責任者広報班

危機管理部局
総務部

○ 通信回線や通信機器の確保
○ ヘリコプターテレビ電送システム等からの映像の収集、配信

資源管理通信班

危機管理部局

○国、他の都道府県、市町村等関係機関からの情報収集、整理及び
集約
（被災情報、避難や救援の実施状況、安否情報、その他統括班等から
収集を依頼された情報）
○県対策本部の活動状況や実施した措置等の記録・整理

情報・計画情報班

危機管理部局
当該危機の担当

部局

○関係機関との連絡調整
○他の都道府県に対する応援の求め、緊急消防援助隊の派遣要請
及び受入等広域応援
○指定行政機関等への措置要請及び自衛隊の部隊等の派遣要請

連絡調整
担当責任者

対策班

危機管理部局
当該危機の担当

部局

○県対策本部の指揮・統括
○情報班が収集した情報を踏まえた県対策本部長の重要な意思決定
に係る補佐
○県対策本部長が決定した方針に基づく各班に対する具体的な指示

指揮・調整統括班

班内の指揮・統
括を行う部局

県対策本部に求められる機能ICSによる分類
県対策本部

における班編制※１

Ⅱ－２ 危機発生時の体制と平素からの組織の関係ⅡⅡ－２－２ 危機発生時の体制と平素からの組織の関係危機発生時の体制と平素からの組織の関係
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Ⅲ 平素から求められる機能と組織Ⅲ 平素から求められる機能と組織

危機発生時に求められる主な機能危機発生時に求められる主な機能危機発生時に求められる主な機能

（１） 初動体制の確保
①効率的な情報収集・整理・報告、②関係職員の招集、③体制内役割分担

（２） 関係機関との連携
①情報連絡体制の確保、②市町村への後方支援、③関係機関の総合調整

（３） 情報に関する事項への対応
①住民への効果的な情報提供、②効果的な情報提供のためのマスコミとの連携

平素から求められる主な機能平素から求められる主な機能平素から求められる主な機能

（１） 初動体制の確保
①常時危機に係る情報を収集可能な体制（２４時間即応体制）の整備、情報伝達ルール（情報連

絡用の各種フォーマット、伝達先、伝達方法、伝達ルート）の設定、②事案の種類・規模毎の体制設
置基準・参集職員範囲の設定、③対策本部の班編成について訓練等を通じてその役割と担当部署
を明確化
（２） 関係機関との連携
①訓練、連絡会議等を通じた関係機関の把握、②市町村の危機対応能力と必要な支援の把握、

③自衛隊、緊急消防援助隊、ＤＭＡＴ等関係機関及び事案毎の専門家との事前調整
（３） 情報に関する事項への対応
①各地域の住民の特性の把握、ＦＡＱの作成、②情報提供の方法に係るマスコミとの事前調整
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Ⅲ－１ 平素からの危機管理専門幹部・危機管理担当部署の必要性ⅢⅢ－１－１ 平素からの危機管理専門幹部・危機管理担当部署の必要性平素からの危機管理専門幹部・危機管理担当部署の必要性

（１） 初動体制の確保
・ ２４時間即応体制として宿日直を置く。
・ 各部局が担当する危機、各部局の役割分担、各種判断基準等について各部局間の調整を
行い、予め定めておく。その際、部局長級に加えて各部局の主幹課係長級といった現場レベ
ルの協議・調整を行う。
・ 訓練等を主導して行う。
（２） 関係機関との連携
協力可能な事項について市町村、関係機関、専門家等と担当部局を交えて連絡調整を行い、

予め定めておく。
（３） 情報に関する事項への対応
危機発生時に提供する情報について広報担当部局と調整するとともに、マスコミとも調整を

行っておく。

（参考：（参考： 「地方公共団体における総合的な危機管理体制についての調査」「地方公共団体における総合的な危機管理体制についての調査」
◆危機管理専門幹部の業務内容については、「危機管理に関して、情報を一元管理し、首長等の迅速・的

確な意思決定を補佐するとともに、関係部局の総合調整」を行うのが一般的。
◆危機管理担当部署においては、国民保護事案、自然災害及び大規模事故については一義的に所管する

とともに、ほとんどの事案について必要性に応じて対応を行う（危機管理担当部署を全庁的又は部局横
断的な取組みを行う必要があるような危機管理事案が発生した場合に、一義的に全庁的な連絡調整を担
当するものと定義して調査。）。

危機管理専門幹部・危機管理担当部署の設置
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③

②

危機管理
専門幹部
（危機管理
担当部署）

危機管理監（特別職相当）
をこなせる人材を確保する
必要がある。

・各部局への指揮命令が容
易であり、調整を行いやすい。
・機動的に対応しやすい。

危機管理監（特別職
相当）が首長を補佐

各部局の調整が行いにくい
場合がある。

機動的に対応しやすい。
危機管理監（部長級）

が統括

各部局の調整が行いにくい
場合がある。

総務担当部局長への適時的
確な助言が可能。

危機管理監（次長級）
が補佐①

デメリットメリット

Ⅲ－２ 危機管理専門幹部（危機管理担当部署）のあるべき地位ⅢⅢ－２－２ 危機管理専門幹部（危機管理担当部署）のあるべき地位危機管理専門幹部（危機管理担当部署）のあるべき地位

※「地方公共団体の防災体制のあり方に関する調査検討委員会報告書」（平成１４年３月）を参照。

その他
の部局

知 事

消防防災
担当課

危機管理
担当課

総務担当
部局

知 事

消防防災
担当課

危機管理
担当課

危機管理担当部
局（危機管理監）

① ② ③

その他の
部局

知 事

消防防災
担当課

危機
管理監

総務担当
部局等

その他
の部局

危機管理に機動的に対応できる組織の構築を図るための検討を常時、自主的に行っていく必要がある。

危機
管理監
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Ⅲ－３ 危機管理担当課の所属部局と求められる役割ⅢⅢ－３－３ 危機管理担当課の所属部局と求められる役割危機管理担当課の所属部局と求められる役割

○ 危機管理担当課の所属部局につい
て、生活・環境部局が大きく減少して
いる。

○ 危機管理担当課の所属部局につい
て、危機管理部局が大きく増加してい
る。

危機管理担当課が総務部に置かれて
いる場合は各部局との調整機能が、危
機管理部局に置かれている場合はその
専門性の発揮が期待されていると考え
られる。

危機管理担当課が総務部に置かれて
いる場合は各部局との調整機能が、危
機管理部局に置かれている場合はその
専門性の発揮が期待されていると考え
られる。

※「平成１３年度」は地方公共団体の防災体制のあり方に関する
調査検討委員会で行われた調査の結果、「平成１８年度」は
本検討会において行った調査の結果である。以下同じ。

危機管理担当課の所属部局

25 23

3

16

19

8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成13年度 平成18年度

総務部局 危機管理部局 生活・環境部局
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Ⅲ－４ 危機管理専門幹部が有すべき権限、所掌事務の範囲ⅢⅢ－４－４ 危機管理専門幹部が有すべき権限、所掌事務の範囲危機管理専門幹部が有すべき権限、所掌事務の範囲

○ 危機管理専門幹部を設置する団体
が大きく増加し、約９割の団体に及ん
でいる。

○ 危機管理専門幹部の職階を部長級
とする団体が大きく増加し、過半数を
占める。

○ 危機管理専門幹部を設置する団
体が大きく増加しており、都道府県に
おいて危機管理意識が高まっている
ことが分かる。

○ 危機管理専門幹部を部長級とする
団体が大きく増加しており、各部局と
の調整力が強化されていると考えら
れる。

○○ 危機管理専門幹部を設置する団危機管理専門幹部を設置する団
体が大きく増加しており、都道府県に体が大きく増加しており、都道府県に
おいて危機管理意識が高まっているおいて危機管理意識が高まっている
ことが分かる。ことが分かる。

○○ 危機管理専門幹部を部長級とする危機管理専門幹部を部長級とする
団体が大きく増加しており、各部局と団体が大きく増加しており、各部局と
の調整力が強化されていると考えらの調整力が強化されていると考えら
れる。れる。

危機管理専門幹部の有無及び職階

29

5

7

14

10

26

1 2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成13年度 平成18年度

なし 次長級 部長級 部長級より上
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Ⅲ－５ 危機管理担当部署と危機管理専門幹部の関係ⅢⅢ－５－５ 危機管理担当部署と危機管理担当部署と危機管理専門幹部の関係危機管理専門幹部の関係

○ 危機管理担当課を総務部局に置いている団体においては、危機管理専門幹部を設置し
ていない団体が大きく減少し、次長級、部長級に充てている団体が多くなっている。

○ 危機管理担当課を危機管理部局に置いている団体は、絶対数として大きく増加している
とともに、部長級が危機管理専門幹部となっている団体がほとんどである。

○ 危機管理担当課を総務部局、危機管理部局以外に置いている団体は半減している。

危機管理担当課所属部局と危機管理専門幹部の職階の関係

15

3

12

4

9

0

1

3

4

5

10

1

13

4

3

1

0

1

0

01

2

1

1

0 5 10 15 20 25 30

【総務部局】　　　　

平成13年度

平成18年度

【危機管理部局】　

平成13年度

平成18年度

【生活・環境部局】

平成13年度

平成18年度

（団体数）
なし 次長級 部長級 部長級より上
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指揮・調整
ＣＯＭＭＡＮＤ

財務・行政管理
ＦＩＮＡＮＣＥ／

ＡＤＭＩＮＩＳＴＲＡＴＩＯＮ
ＣＨＩＥＦ

資源管理
ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ

ＣＨＩＥＦ

事案処理
ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＳ

ＣＨＩＥＦ

出典）ＦＥＭＡ「ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣＩＤＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＳＹＳＴＥＭ」（ＤＲＡＦＴ）２００７

ＩＮＣＩＤＥＮＴ ＣＯＭＭＡＮＤ
（意思決定及び実行部隊の
指揮調整を行う）

ＧＥＮＥＲＡＬ ＳＴＡＦＦ（機能毎に指揮・調整を補佐）

ＩＣＳ（ＩｎｃｉｄｅｎｔＩＣＳ（Ｉｎｃｉｄｅｎｔ ＣｏｍｍａｎｄＣｏｍｍａｎｄ Ｓｙｓｔｅｍ）：Ｓｙｓｔｅｍ）：
１９７０年代に従来の作業では鎮火できない森林火災が懸案となっていた米国において、関係行政機関の特別チー１９７０年代に従来の作業では鎮火できない森林火災が懸案となっていた米国において、関係行政機関の特別チー

ムが作成したＦＩＲＥＳＣＯＰＥ（ムが作成したＦＩＲＥＳＣＯＰＥ（Firefighting Resources ofFirefighting Resources of California Organized for PotentialCalifornia Organized for Potential EmergenciesEmergencies）を改良）を改良

したもので、主な任務分担は上図のとおり。現在では災害対策の基本システムとして事実上の世界標準となっている。したもので、主な任務分担は上図のとおり。現在では災害対策の基本システムとして事実上の世界標準となっている。

情報・計画
ＰＬＡＮＮＩＮＧ

ＣＨＩＥＦ

広報担当責任者
ＰＵＢＬＩＣ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

ＯＦＦＩＣＥＲ

安全担当責任者
ＳＡＦＥＴＹ ＯＦＦＩＣＥＲ

連絡調整担当責任者
ＬＩＡＩＳＯＮ ＯＦＦＩＣＥＲ

ＣＯＭＭＡＮＤ ＳＴＡＦＦ
（特別な機能について指揮・調整を直接補佐）

ＩＣＳ（ＩＮＣＩＤＥＮＴ ＣＯＭＭＡＮＤ ＳＹＳＴＥＭ）ＩＣＳ（ＩＮＣＩＤＥＮＴＩＣＳ（ＩＮＣＩＤＥＮＴ ＣＯＭＭＡＮＤＣＯＭＭＡＮＤ ＳＹＳＴＥＭ）ＳＹＳＴＥＭ）
参考資料２－１
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ＩＣＳは組織に限定されるものではなく、基本理念等も含むものである。ＩＣＳは組織に限定されるものではなく、基本理念等も含むものである。
①① ＣｏｍｍｏｎＣｏｍｍｏｎ Ｔｅｒｍｉｎｏｌｏｇｙ（専門用語Ｔｅｒｍｉｎｏｌｏｇｙ（専門用語の共通化の共通化（組織機能、資源、現地施設）（組織機能、資源、現地施設）））
②② ＭｏｄｕｌａｒＭｏｄｕｌａｒ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（規格化Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（規格化され、各部分が独立可能な組織され、各部分が独立可能な組織））
③③ ＭａｎａｇｅｍｅｎｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔ ｂｙｂｙ Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓ（目標管理）Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓ（目標管理）
④④ ＩｎｃｉｄｅｎｔＩｎｃｉｄｅｎｔ ＡｃｔｉｏｎＡｃｔｉｏｎ Ｐｌａｎｎｉｎｇ（行動計画）Ｐｌａｎｎｉｎｇ（行動計画）
計画の要素計画の要素 ＰＯＳＴ（Ｐｒｉｏｒｉｔｉｅｓ，Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓ，Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ，Ｔａｃｔｉｃｓ）ＰＯＳＴ（Ｐｒｉｏｒｉｔｉｅｓ，Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓ，Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ，Ｔａｃｔｉｃｓ）

⑤⑤ ＭａｎａｇｅａｂｌｅＭａｎａｇｅａｂｌｅ ＳｐａｎＳｐａｎ ofof Ｃｏｎｔｒｏｌ（管理可能な責任の範囲）Ｃｏｎｔｒｏｌ（管理可能な責任の範囲）
責任の数は一人当たり３～７個が望ましく、最適数は５個責任の数は一人当たり３～７個が望ましく、最適数は５個

⑥⑥ ＩｎｃｉｄｅｎｔＩｎｃｉｄｅｎｔ ＦａｃｉｌｉｔｉｅｓＦａｃｉｌｉｔｉｅｓ andand Ｌｏｃａｔｉｏｎｓ（施設配備）Ｌｏｃａｔｉｏｎｓ（施設配備）
⑦⑦ ＣｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅＣｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ ＲｅｓｏｕｒｃｅＲｅｓｏｕｒｃｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（資源の総合管理）Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（資源の総合管理）
⑧⑧ ＩｎｔｅｇｒａｔｅｄＩｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（情報伝達に係る手続き・様式の共通化）Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（情報伝達に係る手続き・様式の共通化）
⑨⑨ ＥｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔＥｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ andand ＴｒａｎｓｆｅｒＴｒａｎｓｆｅｒ ofof Ｃｏｍｍａｎｄ（指揮命令の確立と移譲）Ｃｏｍｍａｎｄ（指揮命令の確立と移譲）
⑩⑩ ＣｈａｉｎＣｈａｉｎ ofof ＣｏｍｍａｎｄＣｏｍｍａｎｄ andand ＵｎｉｔｙＵｎｉｔｙ ofof ＣｏｍｍａｎｄＣｏｍｍａｎｄ（指揮命令系統の（指揮命令系統の一本一本化）化）
⑪⑪ ＵｎｉｆｉｅｄＵｎｉｆｉｅｄ Ｃｏｍｍａｎｄ（指揮命令のＣｏｍｍａｎｄ（指揮命令の統一統一））
⑫⑫ Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ（資源の効果的利用に係る説明責任）Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ（資源の効果的利用に係る説明責任）
⑬⑬ Ｄｉｓｐａｔｃｈ／Ｄｅｐｌｏｙｍｅｎｔ（資源の適時的確な供給）Ｄｉｓｐａｔｃｈ／Ｄｅｐｌｏｙｍｅｎｔ（資源の適時的確な供給）
⑭⑭ ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ andand ＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（情報処理手続きの確立）Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（情報処理手続きの確立）

ＩＣＳの特徴ＩＣＳの特徴ＩＣＳの特徴
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ＣＯＭＭＡＮＤ ＳＴＡＦＦ（指揮・調整直属担当責任者）ＣＯＭＭＡＮＤＣＯＭＭＡＮＤ ＳＴＡＦＦ（指揮・調整直属担当責任者）ＳＴＡＦＦ（指揮・調整直属担当責任者）

○○ 大衆、メディア及び事案に関連する情報を有する機関との関わりに責任を持つ。大衆、メディア及び事案に関連する情報を有する機関との関わりに責任を持つ。
○○ 事案の原因、規模及び現状その他必要とされる事項についての正確かつ分かりやすい、適時の情報事案の原因、規模及び現状その他必要とされる事項についての正確かつ分かりやすい、適時の情報
を収集、確認、整理、広報する。を収集、確認、整理、広報する。

○○ 外部に出ている重要な情報を確認する。外部に出ている重要な情報を確認する。
○○ 一事案につき一人の責任者が置かれる。一事案につき一人の責任者が置かれる。

広報担当責任者 ＰＵＢＬＩＣ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ＯＦＦＩＣＥＲ

安全担当責任者 ＳＡＦＥＴＹ ＯＦＦＩＣＥＲ

連絡調整担当責任者 ＬＩＡＩＳＯＮ ＯＦＦＩＣＥＲ

○○ 関係機関等の対応策、利用可能資源等についてその管理者との連絡、調整・提携を行う。関係機関等の対応策、利用可能資源等についてその管理者との連絡、調整・提携を行う。

○○ 事案処理を監視し、処理対応人員の健康及び安全等について、指揮・調整に助言を行う。事案処理を監視し、処理対応人員の健康及び安全等について、指揮・調整に助言を行う。
○○ 指揮・調整及び各レベルの監督者とともに事案処理の安全性に関する最終責任を負う。指揮・調整及び各レベルの監督者とともに事案処理の安全性に関する最終責任を負う。
○○ 危険な状況、関係機関の安全確保対応に係る調整等の継続的な確認体制・手続きに責任を負う。危険な状況、関係機関の安全確保対応に係る調整等の継続的な確認体制・手続きに責任を負う。
○○ 事案処理時の安全でない行為を止めさせるという、緊急時の権限を持つ。事案処理時の安全でない行為を止めさせるという、緊急時の権限を持つ。

その他担当責任者 ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ ＣＯＭＭＡＮＤ ＯＦＦＩＣＥＲ

○○ 事案の状況及び場所並びに特別な場合に応じて設置される。事案の状況及び場所並びに特別な場合に応じて設置される。 例）法律担当、医療アドバイス担当例）法律担当、医療アドバイス担当
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ＧＥＮＥＲＡＬ ＳＴＡＦＦ（機能別担当責任者）ＧＥＮＥＲＡＬＧＥＮＥＲＡＬ ＳＴＡＦＦ（機能別担当責任者）ＳＴＡＦＦ（機能別担当責任者）

○○ 目前の危険の軽減、生命及び財産の保全、事態の統制並びに平常業務の復旧を中心とする目前の危険の軽減、生命及び財産の保全、事態の統制並びに平常業務の復旧を中心とする
あらゆる活動について責任を有する。あらゆる活動について責任を有する。

○○ 事案対処に係る責任者は活動期間毎に任命され、個々当該期間内の作戦を立てて、対応する。事案対処に係る責任者は活動期間毎に任命され、個々当該期間内の作戦を立てて、対応する。
○○ 救命救助と人員の安全性を最優先にして活動を行う。救命救助と人員の安全性を最優先にして活動を行う。
○○ 現地調整本部のような下部構造については、機能、地域、所管及びその組み合わせにより、現地調整本部のような下部構造については、機能、地域、所管及びその組み合わせにより、
設置を判断する。設置を判断する。

事案処理部門
ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＳ ＳＥＣＴＩＯＮ

ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＳ
ＳＥＣＴＩＯＮ

Ｂｒａｎｃｈｅｓ

Ｄｉｖｉｓｉｏｎｓ／
Ｇｒｏｕｐｓ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ

○○ 事案の状況に応じて機能及び地域により設けられる。事案の状況に応じて機能及び地域により設けられる。
○○ Ｄｉｖｉｓｉｏｎｓ／Ｇｒｏｕｐｓの数が管理可能な責任の範囲を超えた場合にＤｉｖｉｓｉｏｎｓ／Ｇｒｏｕｐｓの数が管理可能な責任の範囲を超えた場合に
設けられる。設けられる。

○○ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓの数が管理可能な責任の範囲を超えた場合に設けられる。Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓの数が管理可能な責任の範囲を超えた場合に設けられる。
○○ Ｄｉｖｉｓｉｏｎｓは地域の地理的状況を勘案して設けられる。Ｄｉｖｉｓｉｏｎｓは地域の地理的状況を勘案して設けられる。
○○ Ｇｒｏｕｐｓは機能的範囲により設けられる。Ｇｒｏｕｐｓは機能的範囲により設けられる。

①Ｓｉｎｇｌｅ①Ｓｉｎｇｌｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ（保有する資源毎に構成されるもの）Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ（保有する資源毎に構成されるもの）
②Ｔａｓｋ②Ｔａｓｋ Ｆｏｒｃｅｓ（特定任務遂行のため多様な資源から構成されるもの）Ｆｏｒｃｅｓ（特定任務遂行のため多様な資源から構成されるもの）
③Ｓｔｒｉｋｅ③Ｓｔｒｉｋｅ Ｔｅａｍｓ（同種の資源から構成されるもの）Ｔｅａｍｓ（同種の資源から構成されるもの）
※②※②・③は、一人の指揮者の下、共通の情報伝達手段を用いる。・③は、一人の指揮者の下、共通の情報伝達手段を用いる。
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○○ 事案の状況に係る情報を収集、評価し、指揮・調整に伝達する。事案の状況に係る情報を収集、評価し、指揮・調整に伝達する。
○○ 状況報告の準備、現在把握している情報の提示、資源の管理及び指揮・調整からの指示による状況報告の準備、現在把握している情報の提示、資源の管理及び指揮・調整からの指示による
対応計画の準備を行う。対応計画の準備を行う。

○○ 事案に係る情報の収集及び伝達並びに対応計画の取りまとめに責任を有する。事案に係る情報の収集及び伝達並びに対応計画の取りまとめに責任を有する。

情報・計画部門
ＰＬＡＮＮＩＮＧ ＳＥＣＴＩＯＮ

ＰＬＡＮＮＩＮＧ
ＳＥＣＴＩＯＮ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ
Ｕｎｉｔ

Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ
Ｕｎｉｔ

Ｄｅｍｏｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ
Ｕｎｉｔ

○○ 事案対処用資源の状況についての記録を担当する。事案対処用資源の状況についての記録を担当する。
○○ 当該事案用に確保されている資源の状況、追加で対応する資源の効果及び当該事案用に確保されている資源の状況、追加で対応する資源の効果及び
予想される資源の必要量について評価する。予想される資源の必要量について評価する。

○○ 事案の状況に係る情報を収集、整理、分析し、また変化する状況について事案の状況に係る情報を収集、整理、分析し、また変化する状況について
の分析を担当する。の分析を担当する。

○○ 事案に係る資源の秩序立った、安全かつ効率的な撤収を担当する。事案に係る資源の秩序立った、安全かつ効率的な撤収を担当する。

Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ
Ｕｎｉｔ

Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ
Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ（ｓ）

○○ 事案に係るあらゆる文書の収集、記録及び保護を担当する。事案に係るあらゆる文書の収集、記録及び保護を担当する。

○○ ＩＣＳの枠内で活動する特別な対応に係る事項を担当する。ＩＣＳの枠内で活動する特別な対応に係る事項を担当する。
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○○ 効果的効率的な事案処理の支援につながるあらゆる支援について責任を有する。効果的効率的な事案処理の支援につながるあらゆる支援について責任を有する。
○○ 施設、防衛手段、輸送、補給、装備保守、燃料、食事供給、情報関連の技術的支援、事案処理人員施設、防衛手段、輸送、補給、装備保守、燃料、食事供給、情報関連の技術的支援、事案処理人員
への医療サービスの提供を行う。への医療サービスの提供を行う。

資源管理部門
ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＳＥＣＴＩＯＮ

ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＳＥＣＴＩＯＮ

Ｆｏｏｄ ＵｎｉｔＳｕｐｐｌｙ Ｕｎｉｔ

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｕｎｉｔ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ ＵｎｉｔＧｒｏｕｎｄ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｕｎｉｔ

Ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ Ｕｎｉｔ

（Ｓｕｐｐｌｙ（Ｓｕｐｐｌｙ Ｕｎｉｔ）事案に係る資源、人員及び補給の発注、受け取り、保管並びに手続きを担当する。Ｕｎｉｔ）事案に係る資源、人員及び補給の発注、受け取り、保管並びに手続きを担当する。
（Ｇｒｏｕｎｄ（Ｇｒｏｕｎｄ ＳｕｐｐｏｒｔＳｕｐｐｏｒｔ Ｕｎｉｔ）陸上交通手段の提供、移動手段の保守及び供給、使用状況の記録、交通計画のＵｎｉｔ）陸上交通手段の提供、移動手段の保守及び供給、使用状況の記録、交通計画の
展開を担当する。展開を担当する。
（Ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ（Ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ Ｕｎｉｔ）事案処理支援に係る施設の立ち上げ、維持、保守・安全管理及び撤収を担当する。Ｕｎｉｔ）事案処理支援に係る施設の立ち上げ、維持、保守・安全管理及び撤収を担当する。
（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｕｎｉｔ）効果的な通信計画の作成、通信設備の購入、立ち上げ、維持を担当する。Ｕｎｉｔ）効果的な通信計画の作成、通信設備の購入、立ち上げ、維持を担当する。
（Ｆｏｏｄ（Ｆｏｏｄ Ｕｎｉｔ）必要な飲食物の決定及び発注、メニューの計画、調理設備の供給、調理、配布、食事提供場所のＵｎｉｔ）必要な飲食物の決定及び発注、メニューの計画、調理設備の供給、調理、配布、食事提供場所の
維持、食品の安全管理を担当する。維持、食品の安全管理を担当する。
（Ｍｅｄｉｃａｌ（Ｍｅｄｉｃａｌ Ｕｎｉｔ）事案対処人員に対する効率的な医療サービスの提供を担当する。Ｕｎｉｔ）事案対処人員に対する効率的な医療サービスの提供を担当する。
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○○ 事案について管理するにあたって、そのための財務その他行政的な支援が必要になったときに設置事案について管理するにあたって、そのための財務その他行政的な支援が必要になったときに設置
される。される。
○○ 人事に係る時間の記録、企業との契約、補償及び賠償要求の継続並びに全体的な費用分析を行う。人事に係る時間の記録、企業との契約、補償及び賠償要求の継続並びに全体的な費用分析を行う。
○○ 活動記録と財務文書の間に矛盾がないよう、情報・作戦部門及び資源管理部門と密接に連携する。活動記録と財務文書の間に矛盾がないよう、情報・作戦部門及び資源管理部門と密接に連携する。

財務・行政管理部門
ＦＩＮＡＮＣＥ／ＡＤＭＩＮＩＳＴＲＡＴＩＯＮ

ＳＥＣＴＩＯＮ

ＦＩＮＡＮＣＥ／ＡＤＭＩＮＩＳＴＲＡＴＩＯＮ
ＳＥＣＴＩＯＮ

Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ Ｕｎｉｔ
Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ／Ｃｌａｉｍｓ

Ｕｎｉｔ

Ｔｉｍｅ ＵｎｉｔＣｏｓｔ Ｕｎｉｔ

（Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ／Ｃｌａｉｍｓ（Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ／Ｃｌａｉｍｓ Ｕｎｉｔ）損害及び賠償要求に対する補償を担当する。Ｕｎｉｔ）損害及び賠償要求に対する補償を担当する。
（Ｃｏｓｔ（Ｃｏｓｔ Ｕｎｉｔ）費用の確認、費用情報の分析、見積もり、費用削減策の推奨を担当する。Ｕｎｉｔ）費用の確認、費用情報の分析、見積もり、費用削減策の推奨を担当する。
（Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ（Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ Ｕｎｉｔ）企業との契約に係る財政的事項を担当する。Ｕｎｉｔ）企業との契約に係る財政的事項を担当する。
（Ｔｉｍｅ（Ｔｉｍｅ Ｕｎｉｔ）人事及び借り上げた設備に係る時間の記録を担当する。Ｕｎｉｔ）人事及び借り上げた設備に係る時間の記録を担当する。
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参考資料２－２

県対策本部の組織及び機能の例

県対策本部長
（知事）

県対策本部員
１副知事
２県教育委員会の教育長
３県警察本部長
４前各号に掲げる者のほか、知事が当
該県の職員のうちから任命する者

県対策本部副本部長
（本部員のうちから知事が指名）

※県対策本部長が必要と認めるとき、国の
職員その他当該県の職員以外の者を県対策
本部の会議に出席させることが可能である。

※防衛庁長官は、県対策本部長の求めが
あった場合、国民保護措置の実施に関し必要
があると認めるときは、指定する職員を県対
策本部会議に出席させるものとする。

県対策本部

（県対策本部長
の補佐機能）

現地対策本部

支援要員
派遣

決定内容
の指示

総 務 部

福祉保健部

生活環境部

商工労働部

土 木 部

農林水産部

出 納 部

企 業 局

各部局

警察本部

教育委員会

公安委員会

（○○に関すること）

（各部局の役割）

（△△に関すること）

（□□に関すること）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

統 括 班

対 策 班

通 信 班

広 報 班

庶 務 班

情 報 班

対策本部長の意思決定を補佐

出典）消防庁「都道府県国民保護モデル計画」（２００５）

都道府県対策本部の組織の例（都道府県国民保護モデル計画）都道府県対策本部の組織の例（都道府県国民保護モデル計画）
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都道府県対策本部における各班の機能の例（都道府県国民保護モデル計画）都道府県対策本部における各班の機能の例（都道府県国民保護モデル計画）

機 能

統括班 ・ 県対策本部会議の運営に関する事項

・ 情報班が収集した情報を踏まえた県対策本部長の重要な意思決定に係る

補佐

・ 県対策本部長が決定した方針に基づく各班に対する具体的な指示

対策班 ・ 県が行う国民保護措置に関する調整

・ 他の都道府県に対する応援の求め、緊急消防援助隊の派遣要請及び受入

等広域応援に関する事項

・ 指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の部隊等の派遣要請に関する

事項

、 、 、情報班 ・以下の情報に関する国 他の都道府県 市町村等関係機関からの情報収集

整理及び集約

○ 被災情報 ○ 避難や救援の実施状況 ○ 安否情報

○ その他統括班等から収集を依頼された情報

・県対策本部の活動状況や実施した国民保護措置等の記録

通信班 ・通信回線や通信機器の確保

・ヘリコプターテレビ電送システム等からの映像の収集、配信

広報班 ・被災状況や県対策本部における活動内容の公表、報道機関との連絡調整等

対外的な広報活動

庶務班 ・県対策本部員や県対策本部職員のローテーション管理

・食料の調達等庶務に関する事項
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国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ

又は 生じるおそれがある緊急の事態への対処

及び 当該事態の発生の防止

○内閣法第１５条（内閣危機管理監の所掌事務）より

内閣における危機管理

参考資料２－３
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内閣官房の危機管理に関する組織

内閣官房副長官（３）

内閣官房副長官補
（内政担当・外交担当）

（２）

内閣総理大臣

内閣官房長官

内閣危機管理監

内閣広報官 内閣情報官

内閣情報集約センター

内閣官房副長官補
（安全保障・危機管理担当）

内閣審議官（４）

内閣参事官

内閣事務官
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大規模自然災害

重大事故

その他の危機

鉄 道 事 故

航 空 事 故

海 上 事 故

火 災

危 険 物 事 故

ハ イ ジ ャ ッ ク

大量殺傷型テロ

道 路 事 故

原 子 力 災 害

重要施設テロ

邦 人 救 出

大量避難民流入

不 審 船

武力攻撃事態 武力攻撃事態

サイバーテロ

地 震 災 害

風 水 害

火 山 災 害

重大事件

危 機 の 主 な 分 類
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官邸危機管理センター
２４時間体制

初 動 対 処 の 流 れ

マスコミ情報

第一報

第一報

報告・指示

報告・指示

内閣情報集約センター
２４時間体制

内閣危機管理監
内閣官房副長官補(安危)

緊急参集チームの召集、官邸対策室の設置

民間公共機関 関係省庁

内閣総理大臣
内閣官房長官
内閣官房副長官

緊急事態の発生

政府対策本部の設置
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①震度５強（東京２３区内）、震度６弱（東京
２３区以外）以上の地震が発生した場合

②津波警報（大津波）が発表された場合
③東海地震注意情報が発表された場合

○内閣官房：危機管理監以下危機管理要員全員が危機管理センターへ参集

○関係省庁：緊急参集チーム（局長級）が危機管理センターへ参集

○首都直下型大規模地震（東京２３区で震度６強以上）の場合

→ 全閣僚が官邸危機管理センターへ参集

自動的に官邸に参集すべき事案
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内閣を中心とする緊急事態対処体制整備の主な経緯

内閣安全保障・危機管理室を官房副長官補付に改組平成13年１月

あらゆる緊急事態への政府の初動対処体制について閣議決定

各種事案に対応する緊急参集チームを新たに構成

平成15年11月

水際危機管理チーム、空港・港湾危機管理官を設置平成16年１月

安全保障会議の下に事態対処専門委員会を設置平成15年６月

新官邸危機管理センターの運用開始平成14年４月

内閣危機管理監を設置

内閣安全保障室を内閣安全保障・危機管理室に改組

平成10年４月

不審船への政府の初動措置を閣議決定平成13年11月

重大テロ発生時の政府の初動措置を閣議決定平成10年４月

官邸に危機管理センターを設置平成８年４月

大規模災害に対応する緊急参集チームを設置

情報伝達窓口を内閣情報調査室とする閣議決定

平成７年２月

官邸に２４時間体制の内閣情報集約センターを設置平成８年５月

（内閣の危機管理機能の強化に関する行政改革会議の意見集約）（平成９年５月）
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大規模災害発生時の消防防災・危機管理センターの状況大規模災害発生時の消防防災・危機管理センターの状況

○ 被災地からの迅速かつ的確な情報収集・情報整理
○ 被災地地方公共団体との的確な連携による国の支援活動のための連絡調整

消防防災・危機管理センター消防防災・危機管理センター

Fire, Disaster and Risk management Center
面積：面積： ５００㎡５００㎡ 運用：運用： 平成１５年８月～平成１５年８月～

消防庁の危機管理体制消防庁の危機管理体制
参考資料２－４
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【 平成１５年度の配置】 【現在（平成１９年度）の配置】·
スクリーン

地

○ ○ ○

図○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○幹部対策会議

○ ○ ○ ○

調 総 通○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 添付の配置図を貼り付け整 務 信

班 班 連○

本部長 絡○ ○

班

○ ○ ○ ○ ○ ○

広報班

指導班 指導班 広域応

援班

消防防災危機管理センターのレイアウトの見直し消防防災危機管理センターのレイアウトの見直し
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消防庁災害対策本部の組織及び事務分掌（Ｈ１５．８～Ｈ１６．３）

本部長（長官）

副本部長（次長）

本部員（審議官・各課室長）

指 導 班

総 務 班

広 報 班

調 整 班
消防広域応援班

通 信 連 絡 班

現地災害対策本部

（班長：震災等応急室長）

（班長：総務課長）

（班長：震災等応急室長）

（班長：防災情報室長）

（班長：次長又は課長級）

他の班の総括、災害情報の収集・伝達・記録、応急対策の助言・指導、政府関係機
関との連絡調整、物的・人的応援等の調整、関係会議開催・出席関係、現地本部、
現地派遣職員との連絡、海外からの支援受入等（班員：震災等応急対策室員等）

本部の庶務、職員の招集・参集等動員、必要資機材の整備、職員の食料・飲料水の
備蓄・調達・配分、庁舎・施設の保護、総務省との連絡、各班間の連絡調整等
（班員：総務課総務・会計係員）

国会・報道機関等との連絡、広報、報道機関への情報提供
（班員：総務課広報・表彰・企画係員）

・政府関係機関との連絡調整
・消防広域応援、緊急消防援助隊に関すること
（班員：震災等応急室員）

通信手段確保、通信統制、通信施設の維持・管理・運用
（班員：防災情報室員）

・被災地と国との通信連絡手段の確保、政府現地本部等との連携
（本部員：４～５名程度）

（班長：総務課長）
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（特命）

広域応援班
03(5253)7527

マルチスクリーン

消防防災・危機管理センター配置図（平成１９年６月現在）

広 報 班
03(5253)7510

情 報 集 約 班
03(5253)7510

情 報 整 理 班
03(5253)7545

ス
ク
リ
ー
ン
制
御
ボ
ッ
ク
ス

入

口

カラー
コピー

コ
ピ
ー

ホ

ワ

イ

ト

ボ

ー

ド

（官邸）

コピー

コピー

プ

ロ

ッ

タ

ー

衛星制御ＰＣ

陸上

通 信 班
03(5253)7526

事務室及び各情報システムに部署
スクリーンモニター

長官・参謀班
03(5253)7545

特命班・官邸連絡班
03(5253)7545

航空

整理
（三段表）
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消防庁応急体制における班編制

自然災害・事故災害と武力攻撃事態等・緊急対処事態の場合において、同じ班編制としている（消防庁応急体制整備要領）。

（広域応援班）
緊急消防援助隊の出動可能
隊調査、出動指示、動態管理
など、緊急消防援助隊に関す
るあらゆる運用調整を行う班
である。

（参謀班）
消防庁の災害対策本部体制について、平
素から応急対策室と協議し、最善の体制を
構築するとともに、災害発生時には災害の
全容を把握し、的確な状況判断のもと、消
防庁の対応方針を決定し、各班、被災地に
派遣した職員等に指示を行う災害対策本部
の中心となる班である。

（特命班）
消防庁の職員管理をはじめ、
各班の支援を行う班である。

（官邸連絡班）
政府の動向調査、政府の対策
本部との連絡調整。
官邸リエゾンとの連絡調整を
行う班である。

（情報整理班）
情報集約班が収集した情報、被害情報、緊急消防援助隊派遣をはじめと
する消防庁の対応状況等、各情報を整理し、大臣発言やマスコミ発表資料
など外部へ出す資料を作成する情報発信の要となる班である。

（広報班）
災害発生時に、報道機関をはじめ
とする外部との窓口を果たす班で
あり、大臣、国会議員との連絡も実
施する。

（情報集約班）
被災した地方自治体をはじめ、関係機関などとの情報の窓口となり、情報
収集を行う、災害対策本部の情報窓口となる班である。

（通信班）
ヘリコプターからのテレビ映像、
スクリーンをはじめとする危機管理
センター内各機器の保守管理、操作
を行う班である。
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地震発生時の対応について

全職員応急対策室

防災課の一部

総務課の一部

防災情報室の一部 他

応急対策室の当番者参集要領

災害対策本部（長官）

地震警戒本部（長官）

災害対策本部（次長又は
国民保護・防災部長）

災害対策室

（応急対策室長が認め
るとき設置）

対策本部等

震度５強（東京23区に限

る）

震度６弱以上

津波警報（大津波）

東海地震注意情報

東海地震予知情報

警戒宣言

震度５強（東京23区除く）震度４、５弱

津波注意報

津波警報（津波）

東海地震観測情報

設置基準

第 ３ 次第 ２ 次第 １ 次応急体制



 

地方公共団体における総合的な危機管理体制の整備に関する検討会 

【 平成 19 年度報告書 スケルトン（案）】 

（都道府県における総合的な危機管理体制の整備） 

 

 

１．基本的な考え方 

（１）調査検討の背景及び目的 

（２）調査検討の対象とする事案の範囲及び事項 

 

２．危機管理事案に的確に対応するために都道府県が有すべき機能 

（１）都道府県が有すべき機能の基本的な考え方及び抽出方法 

（２）危機に的確に対応するために都道府県が有すべき機能 

 

３．都道府県における総合的な危機管理体制の整備方策 
 
（１）危機管理事案への対応のあり方 

① 基本的な考え方 

 ② 危機対応の体制の確立までのあり方 

 ③ 関係機関等との連携のあり方 

 ④ 情報に係る住民やマスコミとの関係のあり方 

 

（２）平素から取り組むべき事項 

 ① 基本的な考え方 

 ② 危機管理センター等ハードの充実 

 ③ 危機管理に係る基本指針等の整備 

 ④ 24 時間即応体制の整備 

 ⑤ 危機管理分野における人的資源の充実及び確保 

 ⑥ 危機管理体制の点検、評価及び見直し 

 

（３）危機管理組織のあり方 

 ① 基本的な考え方 

 ② 危機発生時の危機管理体制 

 ③ 危機発生時の体制への移行 

 ④ 平素からの危機管理組織 

 ⑤ 危機管理専門幹部及び危機管理担当部署のあるべき地位 

 

４．参考資料 

資料３ 


